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印　刷／株式会社 中村

〒931-8336　富山市高畠町二丁目11番45号　富山県警察富山北庁舎
TEL(076)471－6902　FAX(076)471－6904

防犯活動や少年補導

活動中の事故による

傷害等が補償されます。

本社　東京都千代田区平河町2丁目3番6号平河町共済ビル
TEL.  03（3230）2911（代）
富山支店　富山市丸の内1丁目8-10北銀堤商事富山丸の内ビル
TEL（076）443-6128　FAX（076）443-6129

警察ＯＢで構成される損害保険取扱代理店

たいよう共済株式会社

安心な暮らしの お手伝い

（公財)日本防災通信協会富山県支部

富山県警察富山北庁舎

設置に関するご相談は

非常通報ボタンを押すと110番センターに直接つ
ながり、最寄りの警察官が直ちに現場急行します。

金融機関、病院、学校、幼稚園・保育所を
始め高齢者・障がい者・児童等の社会福
祉施設における、暴言・暴行事案や不審
者・トラブル事案など緊急事態に対応す
る安心・安全のシステムです！

110番に直結する
非 常 通 報 装 置 防 犯 協 会 員 団 体 総 合 補 償 保 険

少 年 警 察 ボ ラン ティア 団 体 総 合 補 償 保 険

賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集
公益財団法人富山県防犯協会は、警察活動と緊密な連携を図り、犯罪や非行のない明るく住み
よい地域社会を実現するため、防犯意識の啓発宣伝等の各事業を行っています。
この趣旨にご賛同、ご支援をいただける個人、企業・団体などの賛助会員を募集しております。
入会のお申込み、また問い合わせなどは、
公益財団法人富山県防犯協会　　電話 076－471－6902　まで、お電話ください。
多くの方のご理解、ご協力とご加入していただきますようよろしくお願いいたします。

地域安全とやま地域安全とやま 令和５年　冬号（119号） （１）（６） 令和５年　冬号（119号）

犯罪の防止、治安の維持、青少年の健全な育成及び覚せい剤等の薬物乱用防止などに
取り組んでいます。この趣旨にそっての賛助会員を募集中です。

賛助会員募集賛助会員募集

　「こども安全サポーター」は、幼稚園・保育所園児、小学校児童等を対象に、子どもを犯罪から守るための
防犯教室を行っています。（保護者の参加も可能です。）
　誘拐、わいせつ事案、声掛け事案等からの犯罪被害を防止するため、不審者への対処要領、防犯資器材
の使用方法等を絵本、紙芝居のほか、園児等が参加して、不審者との間合いの取り方、声掛けに対する断り
方、抱き着かれた時の離脱要領、大声測定訓練等、「自分の命・身体は自分で守る」といった防犯力を身に付
ける防犯教室です。
※　新型コロナウィルス感染状況によっては、講習内容が変更になることがあります。

〇令和５年度の申込み　　各市町村へは、４月初旬に開催の案内予定で、随時受け付けます。

〇申込み先　　当協会の「こども安全サポーター」　電話０７６－４７１―６９０２

〇申込み方法　　「こども防犯教室申込書」をＦＡＸ（０７６－４７１－６９０４）又はメールして下さい。
 （事前に電話で予約の申込み可能です。）

※　同申込書は、当協会ホームページに掲載されています。
※　Ｅメールアドレス　toyama-kenbou@tea.ocn.ne.jp

富
山
県
遊
技
業
防
犯
組
合
連
合
会

富
山
県
自
転
車
商
業
協
同
組
合

富
山
県
ゴ
ル
フ
場
防
犯
協
会

富
山
県
遊
技
場
景
品
流
通
業
防
犯
協
力
会

富
山
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会

富
山
県
カ
ラ
オ
ケ
ス
タ
ジ
オ
協
会

（
一
社
）富
山
県
建
設
業
協
会

富
山
県
金
融
機
関
防
犯
協
会

（
公
社
）富
山
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

（
一
社
）富
山
県
警
備
業
協
会

富
山
県
麻
雀
業
職
域
防
犯
組
合
連
合
会

富
山
県
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
防
犯
協
会

富
山
県
石
油
業
協
同
組
合

富
山
県
中
古
自
動
車
販
売
協
会

富
山
県
印
刷
業
防
犯
協
会

富
山
県
高
速
道
路
防
犯
連
絡
協
議
会

富
山
県
商
工
会
議
所
連
合
会

富
山
県
ゴ
ル
フ
練
習
場
連
盟

テ
レ
通（
株
）

（
株
）富
山
環
境
整
備

（
有
）エ
ス
エ
ス

日
本
海
ギ
フ
ト（
株
）

（
一
社
）富
山
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

イ
オ
ン
モ
ー
ル（
株
）イ
オ
ン
モ
ー
ル
高
岡

富
山
県
綜
合
警
備
保
障（
株
）

フ
ル
タ
フ
ー
ズ（
株
）

富
山
県
土
石
業
協
同
組
合
連
合
会

ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
北
陸

澤
田
グ
ル
ー
プ

（
株
）中
村

（
株
）た
い
よ
う
共
済 

富
山
支
店

（
株
）松
本
建
材

富
山
県
防
犯
設
備
協
会

オ
ー
ク
ス（
株
）

北
陸
綜
合
警
備
保
障（
株
）富
山
支
社

（
株
）日
本
オ
カ
ダ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ（

順
不
同
）

子どもを悪質な犯罪から守るための防犯教室

「令和５年を迎えて」 
富山県警察本部生活安全部長

高島　秀之
　皆様には、ご家族ともども健やかに新年を迎えられたことと、心からお慶び申し上げます。
　また、平素より地域安全活動をはじめ、警察業務各般にわたり、格別のご理解とご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
　さて、近年の治安情勢を鑑みますと、刑法犯認知件数は戦後最悪と言われた平成13年当時（17,660件）と比較
して１/４以下にまで減少したところであり、このことは、協会の皆様方を始め、関係機関・団体による防犯活動の
賜物と考えており、日頃の御労苦に感謝申し上げます。
　本来であれば、刑法犯認知件数の減少により治安が良好となり、県民の安全安心への思いは向上していると考
えられるところですが、昨年８月に行われた「県政世論調査」では、53.7％の方が「自分や家族が犯罪の被害に遭
うのではないかと不安に感じることがある。」と回答し、不安な犯罪として「空き巣等の住宅侵入犯罪、特殊詐欺
犯罪、インターネット利用犯罪」等を挙げ、感覚的・主観的に感じる「体感治安」は、決して良好ではないことが分
かったところです。
　情報技術の発展やコロナ禍等により、人々の生活様式が変化する中、県民の安全で安心な暮らしを守るために
は、防犯カメラやＡＩ等先端技術の積極的な活用、警察活動の強化等が求められますが、これらだけでは街の安
全・安心の達成は難しく、地域の絆を深めていただき、皆様方の御尽力を得ることで、自主防犯活動を充実させる
ことが大切であると考えております。
　県警察としましても、皆様の活動を最大限支援していきたいと考えておりますので、「日本一安全で安心して暮
らせる富山」を目指し、お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

公益財団法人富山県防犯協会、富山県風俗環境浄化協会広報誌
広報誌『地域安全とやま』は当協会のホームページで閲覧できます。富山県警察シンボルマスコット 立山くん
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不審な声かけ・つきまとい事案等
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※不審な声かけ・つきまとい事案等は、警察が認知した件数
※Ｈ21の不審な声かけ・つきまとい事案等は、集計を開始した４月からの件数

※初発型非行とは、動機が単純で犯行が容易な犯罪で、
　万引き、自転車盗、オートバイ盗及び占有離脱物横
　領の４罪種をいう。

＊令和4年4月1日に、成年年齢を18歳とする民法の一部改正する法律が施行されましたが、少年法では、今までどおり18歳、19歳は統計に入れています。

※特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した
預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取
る犯罪をいう。その代表的なものがオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、キャッシュカー
ド詐欺盗等である。

特殊詐欺の認知状況（令和4年）

オレオレ詐欺
約1,800万円
12％

預貯金詐欺
約590万円
4％

融資保証金詐欺
約48万円
1％

ギャンブル詐欺
約438万円
3％

架空料金請求詐欺
約1億99万円

69％

キャッシュカード詐欺盗
約879万円
6％オレオレ詐欺

9件
18％

預貯金詐欺
2件
4％

ギャンブル詐欺
1件
2％

融資保証金詐欺
1件
2％

還付金詐欺
10件
21％

キャッシュカード詐欺盗
7件
14％

還付金詐欺
約642万円
4％

合計
約1億4,484万円

合計
49件

架空料金請求詐欺
19件
39％

件数別 被害額別

※県内の被害件数は48件、被害総額は約1億6千800万円。身に覚えのない料金を請求する「架空料金請求詐欺」の手口が
全体の約5割を占めた。
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注：粗暴犯とは、傷害、暴行、恐喝、脅迫等の犯罪をいう。
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凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

R3中
69人

万引き
40人
58.0％

占有離脱物横領
5人
7.2％

自転車盗
10人
14.5％

R4中
66人

万引き
44人
66.7％

占有離脱物横領
5人
7.6％

自転車盗
11人
16.7％

オートバイ盗
6人
9.1％

オートバイ盗
14人
20.3％

区　分

犯罪少年

内　　　容

非
行
少
年

罪を犯した14歳以上の少年

触法少年

ぐ犯少年

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年（刑事未成年者で刑事上の責任はないが保護処分の対象となる）

次の事由があって、その性格、環境に照らして将来、罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年
①保護者の正当な監督に服しない性癖があること、②正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと、③犯罪性のある人、
若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること、④自己又は他人の徳性を害する性癖があること

めざせ！!日本一安全安心な県“とやま”

0

5,000

10,000

15,000

約148万
約159万

約170万
約182万

約191万

20,000
富山（件）

17,66017,660

Ｈ１３

16,33116,331

Ｈ１４

15,50115,501

Ｈ１５

14,20614,206

Ｈ１６

13,16813,168

Ｈ１７

10,64810,648

Ｈ１９

10,11210,112

Ｈ２０

8,7408,740

Ｈ２１

7,6977,697

Ｈ２２

6,6816,681

Ｈ２３

6,6786,678

Ｈ２４

250

200

300

150

100

50

0

全国（万件）

刑 法 犯 認 知 件 数

約132万
約121万

約110万
約100万

約92万 約82万
約75万

約61万 約57万

6,3836,383

Ｈ２５

6,2236,223

Ｈ２６

5,3945,394

Ｈ２8

6,1156,115

Ｈ２７

約285万約274万

約138万

Ｈ１８

11,36411,364

約256万
約279万

5,3305,330

Ｈ２9

4,8464,846

Ｈ30

4,5084,508

R1

4,5394,539

R2

約60万

3,9393,939

R4

4,5464,546

R3

約205万

約227万

富山県

全国

資料提供：富山県警察
資料提供：富山県警察

R1

計607

244

103

77

183

R2

計716

320

112

93

191

R4

計815

459

90

74

192

R3

計788

404

121

90

173

※数字は件数です。

※数字は人数です。

※　非行少年とは、家庭裁判所の審判に付すべき少年、すなわち、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。
※　刑法犯少年とは、刑法に規定する罪に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年をいう。
※　特別法犯少年とは、刑法以外の法令に違反した少年で、交通関係法令違反を除いた者をいう。
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※不審な声かけ・つきまとい事案等は、警察が認知した件数
※Ｈ21の不審な声かけ・つきまとい事案等は、集計を開始した４月からの件数

※初発型非行とは、動機が単純で犯行が容易な犯罪で、
　万引き、自転車盗、オートバイ盗及び占有離脱物横
　領の４罪種をいう。

＊令和4年4月1日に、成年年齢を18歳とする民法の一部改正する法律が施行されましたが、少年法では、今までどおり18歳、19歳は統計に入れています。

※特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した
預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取
る犯罪をいう。その代表的なものがオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、キャッシュカー
ド詐欺盗等である。

特殊詐欺の認知状況（令和4年）

オレオレ詐欺
約1,800万円
12％

預貯金詐欺
約590万円
4％

融資保証金詐欺
約48万円
1％

ギャンブル詐欺
約438万円
3％

架空料金請求詐欺
約1億99万円

69％

キャッシュカード詐欺盗
約879万円
6％オレオレ詐欺

9件
18％

預貯金詐欺
2件
4％

ギャンブル詐欺
1件
2％

融資保証金詐欺
1件
2％

還付金詐欺
10件
21％

キャッシュカード詐欺盗
7件
14％

還付金詐欺
約642万円
4％

合計
約1億4,484万円

合計
49件

架空料金請求詐欺
19件
39％

件数別 被害額別

※県内の被害件数は48件、被害総額は約1億6千800万円。身に覚えのない料金を請求する「架空料金請求詐欺」の手口が
全体の約5割を占めた。

Ｈ30

計855

344

162

101

248

区分
年別

増減数 増減率
前年比（増減数・率）

非

行

少

年

R3

113
71
184
37
16
53
0

237

H29

179
41
220
41
4
45
0

320

H30

204
54
258
59
3
62
2

265

R1

169
73
242
60
5
65
3

310

R2

151
67
218
36
2
38
0

256

R4

146
44
190
39
3
42
0

232

33
－27
6
2

－13
－11
0
－5

29.2%
－38.0%
3.3%
5.4%

－81.3%
－20.8%

－
－2.1%

犯
罪
少
年

ぐ 犯 少 年
合　　計

　 計
触
法
少
年

刑 法 犯
特別法犯
　 計

刑法犯少年学職別

初発型非行

刑法犯少年罪種別

少年非行概況

100
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60

20

0

（人） （人）

注：粗暴犯とは、傷害、暴行、恐喝、脅迫等の犯罪をいう。

R4年R3年

3

45

23

2

28

84

2

39

14

3

16

76

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

R3中
69人

万引き
40人
58.0％

占有離脱物横領
5人
7.2％

自転車盗
10人
14.5％

R4中
66人

万引き
44人
66.7％

占有離脱物横領
5人
7.6％

自転車盗
11人
16.7％

オートバイ盗
6人
9.1％

オートバイ盗
14人
20.3％

区　分

犯罪少年

内　　　容

非
行
少
年

罪を犯した14歳以上の少年

触法少年

ぐ犯少年

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年（刑事未成年者で刑事上の責任はないが保護処分の対象となる）

次の事由があって、その性格、環境に照らして将来、罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年
①保護者の正当な監督に服しない性癖があること、②正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと、③犯罪性のある人、
若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること、④自己又は他人の徳性を害する性癖があること

めざせ！!日本一安全安心な県“とやま”

0
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10,000

15,000

約148万
約159万

約170万
約182万

約191万

20,000
富山（件）

17,66017,660

Ｈ１３

16,33116,331

Ｈ１４

15,50115,501

Ｈ１５

14,20614,206

Ｈ１６

13,16813,168

Ｈ１７

10,64810,648

Ｈ１９

10,11210,112

Ｈ２０

8,7408,740
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6,6816,681

Ｈ２３

6,6786,678

Ｈ２４

250
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全国（万件）

刑 法 犯 認 知 件 数

約132万
約121万

約110万
約100万

約92万 約82万
約75万

約61万 約57万

6,3836,383

Ｈ２５

6,2236,223

Ｈ２６

5,3945,394

Ｈ２8

6,1156,115

Ｈ２７

約285万約274万

約138万

Ｈ１８

11,36411,364

約256万
約279万

5,3305,330

Ｈ２9

4,8464,846

Ｈ30

4,5084,508

R1

4,5394,539

R2

約60万

3,9393,939

R4

4,5464,546

R3

約205万

約227万

富山県

全国

資料提供：富山県警察
資料提供：富山県警察

R1

計607

244

103

77

183

R2

計716

320

112

93

191

R4

計815

459

90

74

192

R3

計788

404

121

90

173

※数字は件数です。

※数字は人数です。

※　非行少年とは、家庭裁判所の審判に付すべき少年、すなわち、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年をいう。
※　刑法犯少年とは、刑法に規定する罪に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年をいう。
※　特別法犯少年とは、刑法以外の法令に違反した少年で、交通関係法令違反を除いた者をいう。
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刑法犯
(刑法犯少年）
特別法犯

（特別法犯少年）

認知件数の推移
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地区防犯協会の活動状況

氷見市防犯協会 林　正之

局長　湊　真佐美

氷見市窪300（氷見警察署内）

電話・FAX　0766（91）4398

協会長

事務局

所在地

連絡先

氷見市防犯協会総会
氷見市防犯協会、氷見市議会、氷見警察署

（令和４年５月25日、氷見市ふれあいスポーツセンター）

ホットスポット実地調査
余川地区防犯組合、氷見市防犯協会
富山県、高岡法科大学学生ボランティア
（令和４年７月23日、余川地区）

「カギかけ、特殊詐欺被害防止」キャンペーン
加納地区防犯組合、氷見警察署、氷見市防犯協会

（令和４年８月７日、加納地区）

防犯連絡所協議会委嘱状交付式
氷見市防犯連絡所協議会、氷見警察署、氷見市防犯協会
（令和４年８月26日、氷見市ふれあいスポーツセンター）

「特殊詐欺０地区運動」戸別訪問
稲積地区防犯組合、氷見警察署、氷見市防犯協会

（令和４年９月25日、稲積地区）

年末警戒出発式
氷見警察署、警友会氷見支部、氷見市防犯協会
（令和4年12月１日、氷見市芸術文化会館）

～ 富山県警察からのお知らせ ～
迷惑防止条例の一部改正

「盗撮」とは・・・ 
•衣服等で覆われている人の身体又は下着 
　をのぞき見ること。 
•浴室やトイレ等、 衣服を脱ぎ着するよう
　な場所にいる人の姿態をのぞき見ること。 

•衣服等で覆われている人の身体又は下着を
　カメラ等で撮影すること。 
•浴室やトイレ等、 衣服を脱ぎ着するような場
　所にいる人の姿態をカメラ等で撮影すること。
 

　これまでの性風俗店に加え、 キャバクラ等の接待飲食営業、 
風俗案内所及び深夜マッサージ店等を仮装した性風俗店を追加
します。 (罰則あり) 

　富山県公安委員会規則で定める地域内 (指定地域) において、客引き
目的で、 客待ち行為を行うことを規制します。 

　「客引き行為」 「客引きをさせる行為」 「客待ち行為に対する中止命令違反」に関する両罰規定を追加します。

客引き等を指示した者に対する規制を新たに規定します。 (罰則あり) 

「のぞき見」とは・・・ 

富山県迷惑行為等防止条例の改正

のぞき見・盗撮行為の規制場所の拡充(第3条)

悪質な客引き行為等に対する規制を強化(第9条・第15条)

▶ 両罰規定の追加 (第15条) 

1 規制対象業種の追加

2 規制行為の追加
▶ 客引きをさせる行為

▶ 指定地域における客待ち行為

令和5年4月1日施行

指定地域における客待ち行為の禁止

　これまで、「のぞき見」は、公共の場所・乗物において、 「盗撮」 
は、公共の場所・乗物 や学校、会社等の準公共の場所等において
規制されていました。 今回の改正により、 その規制場所の制限がな
くなり、 県内全ての場所・乗物で禁止されます。 ( 罰則あり) 

【指定地域】　富山市桜木町地域 〔桜木町、総曲輪一丁目、本町7番～11番〕
　警察官による中止命令後、最初の午前6時までの間に、再度違反した場合は、中止命令違反
として罰せられます。
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地区防犯協会の活動状況

氷見市防犯協会 林　正之

局長　湊　真佐美

氷見市窪300（氷見警察署内）

電話・FAX　0766（91）4398

協会長

事務局

所在地

連絡先

氷見市防犯協会総会
氷見市防犯協会、氷見市議会、氷見警察署

（令和４年５月25日、氷見市ふれあいスポーツセンター）

ホットスポット実地調査
余川地区防犯組合、氷見市防犯協会
富山県、高岡法科大学学生ボランティア
（令和４年７月23日、余川地区）

「カギかけ、特殊詐欺被害防止」キャンペーン
加納地区防犯組合、氷見警察署、氷見市防犯協会

（令和４年８月７日、加納地区）

防犯連絡所協議会委嘱状交付式
氷見市防犯連絡所協議会、氷見警察署、氷見市防犯協会
（令和４年８月26日、氷見市ふれあいスポーツセンター）

「特殊詐欺０地区運動」戸別訪問
稲積地区防犯組合、氷見警察署、氷見市防犯協会

（令和４年９月25日、稲積地区）

年末警戒出発式
氷見警察署、警友会氷見支部、氷見市防犯協会
（令和4年12月１日、氷見市芸術文化会館）

～ 富山県警察からのお知らせ ～
迷惑防止条例の一部改正

「盗撮」とは・・・ 
•衣服等で覆われている人の身体又は下着 
　をのぞき見ること。 
•浴室やトイレ等、 衣服を脱ぎ着するよう
　な場所にいる人の姿態をのぞき見ること。 

•衣服等で覆われている人の身体又は下着を
　カメラ等で撮影すること。 
•浴室やトイレ等、 衣服を脱ぎ着するような場
　所にいる人の姿態をカメラ等で撮影すること。
 

　これまでの性風俗店に加え、 キャバクラ等の接待飲食営業、 
風俗案内所及び深夜マッサージ店等を仮装した性風俗店を追加
します。 (罰則あり) 

　富山県公安委員会規則で定める地域内 (指定地域) において、客引き
目的で、 客待ち行為を行うことを規制します。 

　「客引き行為」 「客引きをさせる行為」 「客待ち行為に対する中止命令違反」に関する両罰規定を追加します。

客引き等を指示した者に対する規制を新たに規定します。 (罰則あり) 

「のぞき見」とは・・・ 

富山県迷惑行為等防止条例の改正

のぞき見・盗撮行為の規制場所の拡充(第3条)

悪質な客引き行為等に対する規制を強化(第9条・第15条)

▶ 両罰規定の追加 (第15条) 

1 規制対象業種の追加

2 規制行為の追加
▶ 客引きをさせる行為

▶ 指定地域における客待ち行為

令和5年4月1日施行

指定地域における客待ち行為の禁止

　これまで、「のぞき見」は、公共の場所・乗物において、 「盗撮」 
は、公共の場所・乗物 や学校、会社等の準公共の場所等において
規制されていました。 今回の改正により、 その規制場所の制限がな
くなり、 県内全ての場所・乗物で禁止されます。 ( 罰則あり) 

【指定地域】　富山市桜木町地域 〔桜木町、総曲輪一丁目、本町7番～11番〕
　警察官による中止命令後、最初の午前6時までの間に、再度違反した場合は、中止命令違反
として罰せられます。
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No.119
令和５年  冬号

発　行／公益財団法人富山県防犯協会・富山県風俗環境浄化協会
理事長／岩　脇　秀　三

印　刷／株式会社 中村

〒931-8336　富山市高畠町二丁目11番45号　富山県警察富山北庁舎
TEL(076)471－6902　FAX(076)471－6904

防犯活動や少年補導

活動中の事故による

傷害等が補償されます。

本社　東京都千代田区平河町2丁目3番6号平河町共済ビル
TEL.  03（3230）2911（代）
富山支店　富山市丸の内1丁目8-10北銀堤商事富山丸の内ビル
TEL（076）443-6128　FAX（076）443-6129

警察ＯＢで構成される損害保険取扱代理店

たいよう共済株式会社

安心な 暮らしの お手伝い

（公財)日本防災通信協会富山県支部

富山県警察富山北庁舎

設置に関するご相談は

非常通報ボタンを押すと110番センターに直接つ
ながり、最寄りの警察官が直ちに現場急行します。

金融機関、病院、学校、幼稚園・保育所を
始め高齢者・障がい者・児童等の社会福
祉施設における、暴言・暴行事案や不審
者・トラブル事案など緊急事態に対応す
る安心・安全のシステムです！

110番に直結する
非 常 通 報 装 置 防 犯 協 会 員 団 体 総 合 補 償 保 険

少 年 警 察 ボ ラン ティア 団 体 総 合 補 償 保 険

賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集
公益財団法人富山県防犯協会は、警察活動と緊密な連携を図り、犯罪や非行のない明るく住み
よい地域社会を実現するため、防犯意識の啓発宣伝等の各事業を行っています。
この趣旨にご賛同、ご支援をいただける個人、企業・団体などの賛助会員を募集しております。
入会のお申込み、また問い合わせなどは、
公益財団法人富山県防犯協会　　電話 076－471－6902　まで、お電話ください。
多くの方のご理解、ご協力とご加入していただきますようよろしくお願いいたします。

地域安全とやま地域安全とやま 令和５年　冬号（119号） （１）（６） 令和５年　冬号（119号）

犯罪の防止、治安の維持、青少年の健全な育成及び覚せい剤等の薬物乱用防止などに
取り組んでいます。この趣旨にそっての賛助会員を募集中です。

賛助会員募集賛助会員募集

　「こども安全サポーター」は、幼稚園・保育所園児、小学校児童等を対象に、子どもを犯罪から守るための
防犯教室を行っています。（保護者の参加も可能です。）
　誘拐、わいせつ事案、声掛け事案等からの犯罪被害を防止するため、不審者への対処要領、防犯資器材
の使用方法等を絵本、紙芝居のほか、園児等が参加して、不審者との間合いの取り方、声掛けに対する断り
方、抱き着かれた時の離脱要領、大声測定訓練等、「自分の命・身体は自分で守る」といった防犯力を身に付
ける防犯教室です。
※　新型コロナウィルス感染状況によっては、講習内容が変更になることがあります。

〇令和５年度の申込み　　各市町村へは、４月初旬に開催の案内予定で、随時受け付けます。

〇申込み先　　当協会の「こども安全サポーター」　電話０７６－４７１―６９０２

〇申込み方法　　「こども防犯教室申込書」をＦＡＸ（０７６－４７１－６９０４）又はメールして下さい。
 （事前に電話で予約の申込み可能です。）

※　同申込書は、当協会ホームページに掲載されています。
※　Ｅメールアドレス　toyama-kenbou@tea.ocn.ne.jp
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子どもを悪質な犯罪から守るための防犯教室

「令和５年を迎えて」 
富山県警察本部生活安全部長

高島　秀之
　皆様には、ご家族ともども健やかに新年を迎えられたことと、心からお慶び申し上げます。
　また、平素より地域安全活動をはじめ、警察業務各般にわたり、格別のご理解とご協力を賜
り厚くお礼申し上げます。
　さて、近年の治安情勢を鑑みますと、刑法犯認知件数は戦後最悪と言われた平成13年当時（17,660件）と比較
して１/４以下にまで減少したところであり、このことは、協会の皆様方を始め、関係機関・団体による防犯活動の
賜物と考えており、日頃の御労苦に感謝申し上げます。
　本来であれば、刑法犯認知件数の減少により治安が良好となり、県民の安全安心への思いは向上していると考
えられるところですが、昨年８月に行われた「県政世論調査」では、53.7％の方が「自分や家族が犯罪の被害に遭
うのではないかと不安に感じることがある。」と回答し、不安な犯罪として「空き巣等の住宅侵入犯罪、特殊詐欺
犯罪、インターネット利用犯罪」等を挙げ、感覚的・主観的に感じる「体感治安」は、決して良好ではないことが分
かったところです。
　情報技術の発展やコロナ禍等により、人々の生活様式が変化する中、県民の安全で安心な暮らしを守るために
は、防犯カメラやＡＩ等先端技術の積極的な活用、警察活動の強化等が求められますが、これらだけでは街の安
全・安心の達成は難しく、地域の絆を深めていただき、皆様方の御尽力を得ることで、自主防犯活動を充実させる
ことが大切であると考えております。
　県警察としましても、皆様の活動を最大限支援していきたいと考えておりますので、「日本一安全で安心して暮
らせる富山」を目指し、お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　結びに、皆様方のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

公益財団法人富山県防犯協会、富山県風俗環境浄化協会広報誌
広報誌『地域安全とやま』は当協会のホームページで閲覧できます。富山県警察シンボルマスコット 立山くん


